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最高裁秘書第3888号

平成30年9月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
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一

司法行政文書開示通知書

8月27日付け（同月28日受付，最高裁秘書第3548号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

一一

Ｐ

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成30年9月7日付け契約書（片面で14枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがある情報（法人の印影）が記載されており， この情報は，行政

機関情報公開法第5条第2号イに定める不開示情報に相当することから， この

情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

1

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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契糸勺書

司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（以下「業務」という。 ）に関し，発注者最高

職判所(以下｢発注者」というd )と受注者協新流通デべﾛｯパｰ株式会社(以下『受注
者」という。 ） とは，次の条項及び別添仕様書（以下「仕様書」という。 ）により請負契

約（単価契約）を締結し，信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
（業務の名称，予定総額等）

第1条業務の名称，契約期間，業務内容，契約単価及び予定総額は次のとおりとする。
（1） 名 称司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（単価契約）

（2） 契約期間契約日から平成30年12月17日 （月）まで

（3） 業務内容仕様書のとおり

(4)契約単価別表内訳書のとおり

（5） 予定総額金1， 638， 582円

（うち消費税及び地方消饗税額121， 376円を含む）

（契約保証金）

第2条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。
（業務内容等）

第3条受注者は， この契約の条項に基づいて，仕儀書に従った業務を行う。
（権利譲渡の禁止）

第4条受注者は，この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，信用保証

協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の3に規定す

る金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては， この限りでない。 ’

2 前項ただし書に基づいて売掛債権の議渡を行った場合，発注者の対価の支払による弁

済の効力は，発注者が予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の2

に基づき，センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

（下請等の制限）

第5条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせることについて,書面による発注者の承

諾を受けた場合は， この限りでない。この場合，下請負人の名称その他の必要な事項を

発注者に通知しなければならない。

（業務の監督等）

色
■
◆
●
Ｃ
Ｇ
■
〃
Ⅱ
Ｔ
Ｉ
■
■
０
１
・
日
。
、
■
凸
■

■
■
■
■
Ｄ
Ｐ

1

１
０
１

● 二::監督職厳…げ郷…
2受注者は，監督職員の職務に協力しなければならない｡

（検査及び納入）

： 第7条受注者は，業務が完了した場合には，業務完了報告書をもって，その旨を発注者

に通知しなければならない。

！ 2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した．日から起算して10日以内
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に，発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ，その結果を受注者に通知しな

ければならない。

3 受注者は前項の検査に合格しなかった旨の通知を受理した場合には，発注者の指示に

従い，遅滞なく必要な措置を講じ，速やかに再度の検査を受けなければならない。こ

の場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに業務完了した旨の通知を受理し

た日から起算して10日以内とする。

（受注者の善管注意義務）

第8条受注者は，仕分け等を行うに当たっては，発注者から寄能された物品について，

常に善良なる管理者の注意をもって保管するものとし，物品を亡失し，又は破損した

場合は，直ちに発注者に報告し，その指示に従って原状に回復し，又は同等品を納入

し，若しくは損害の賠償をしなければならない。ただし，天災その他不可抗力による

場合は， この限りではない。

（運送）

第9条その他運送については，本契約条項に定めるものの他，標準貨物自動車運送約款，

宅配便事業にかかる利用運送認可を受けた約款によるものとする。

（代金の支払）

第10条受注者は，第7条の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく代

金の支払調求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日（以下「約定期間」と

いう。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

3 支払代金は，運送数量にそれぞれ第1条(4)の単価を乗じて得た金額及び業務完了報告

書料（1円未満の端数は切り捨て）の合計に，消餐税及び地方消費税額に相当する金額
（1円未満の端数は切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第11条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には,遅延損害金を受注

者に支払わなければならない。

2受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を完了しなかった場合には，遅延損害

金を発注者に支払わなければならない。ただし，その遅延が天災その他不可抗力による

場合は， この限りではない。

3前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延日

数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条

第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示

の施行日による。 ）の割合で，前項の場合においては納入が遅延した部分の代価に対し，

遅延日数に応じ年58 0パーセントの割合で，それぞれ計算した額とする。ただし, ･そ

の額に100円未満の端数がある場合は， これを切り捨て，その額が100円未満であ

る場合は，その支払を要しないものとする。

（検査の遅延）

第12条発注者がその責めに帰すべき事由により，第7条に規定する期間内に検査を完

・ 了しなかった場合には，その期間を経過した日から検査を完了した日までの日数（以下

「遅延期間」という。 ）を,約定期間から差し引くものとする。この場合において，遅
延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したものとみなし，発注者は，
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その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に支払う

ものとするっ

（危険負担等）

第13条業務の履行に伴い生じた損害は，発注者の責めに帰すべき事由により生じた場

､合を除き,受注者の負担とする。

2天災その他の不可抗力により，債務の履行が不能となった場合には，発注者又は受注

者は．相手方の同意を得て， この契約を無償で解除できるものとし，既に要した費用

については，発注者及び受注者の各自の負担とする。

（瑠疵担保責任）

第14条発注者は，業務の履行に関し，暇疵を発見したときは、受注者に対して相当の

期間を定めて，受注者の饗用で必要な措置を講じ，又は損害の賠償を舗求することが

できる。この場合における担保の期間は，第7条の検査に合格したときから1年とす

る。

2受注者が前項の期日までに必要な措瞳を講じないときは．発注者は，受注者の負担に

おいて第三者にこれをさせることができる．

（秘密の保持）

第15条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は， この業務の遂行に際

し知り得た相手方の秘密を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除權）

第16条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む． ）が次の各号のいずれかに

骸当する場合には， この契約を解除することができる。

（11 この契約の条項又は仕儀響に違反した場合

（2）監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3）詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

（4） その他この契約の目的を達することができないと認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。
（受注者の契約解除権） ‐

第17条受注者は，発注者がこの契約の条項若しくは仕様書に違反し，又は著しく二れ

と異なる指示をしたため，業務を中止し，又は業務の遂行が不可能となった場合には，

この契約を解除することができる。

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に

合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなければ

ならない。

（違約金）

第18条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金

として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支

払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）
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第19条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに咳当する場合には，発注者

の請求に基づき，予定総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する

期限内に支払わなければならない。

（1）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54，

号。以下「独占禁止法」という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事業者

である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公正取引

委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3におい

て読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以下「納付命

令」 という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受注者に対して，
独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨

の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条第2項の規定により

取り消した場合を含む。 ） 。

（2）納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」と

いう。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，受

注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 ）に

おいて， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為

の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし，受注者が独占禁止法第19

条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基

､ づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定する

不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，受注者がこれを証明

し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3）納付命令又は排除措置命令により， ’受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当咳違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において， この契約が， 当骸期間（これらの命令に係る事件に．

ついて，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したときは”当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当咳違反する行為の実行期間を除

く。 ）に入札（見讃書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該取引分野

に該当するものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当す

る場合には，前項の予定総額の10分の1に相当する額のほか，予定総額の100分の
5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7項，

第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

（2）前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人（受

注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出

~
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しているとき。

3受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない。

4第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第20条受注者が前条の違約金を硲注者の指定する期限内に支払わないときは，発注者

は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし，

受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5. 0パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない，

（属性要件に基づく契約解除）

第21条発注者は，受注者が次の各号のいずれかに嫉当すると認めるときは，何らの催

告を要せず，本契約を解除することができる．

（1）法人等（個人，法･人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう． ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を

，いう＞以下同じ． ）が，繋力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）‘又は

暴力団員等（同法第2条第6号に規定する繋力団員又は第32条第1項第2号ないし

第4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるときぐ

（2） 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的， 又は第三者(二損害

を加える目的をもって，暴力団又は繋力団員等を利用するなどしているとき。
（3） 役員等が，羅力団又は暴力団員等に対して，賢金等を供給し、 又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

き、

（4） 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら， これを利用するなどし

ているとき．

（5） 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき．

（行為要件に基づく契約解除）

第22条発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する

行為をした場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除する二とができるゞ

（1）暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし， 又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第23条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつ，将来に渡って

も該当しないことを確約する．

2受注者は‘前二条各号のいザれかに該当する行為を行った者（以下「解除対象者」と

いう。 ）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を

含む。 ） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任

I
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8

者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） と

しないことを確約する。

（再請負契約等に関まる契約解除）

第24条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直

ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該

当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は，牽注者において再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，
若しくは再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反

して当該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し

当該解除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは，

本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第25条発注者は，第21条，第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した

場合は， これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを要し

ない。

2受注者は，発注者が第21条，第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

た場合において，発注者に損害が生じたときは，第18条に定める方法等に従い，その

損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第26条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治運

動標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当要

求等」 という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， これを拒否

させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察への通報

及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（紛争の解決）

第27条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，

協議が調わない場合その他この契約に関し発注者及び受注者間で紛争が生じた場合には，

発注者及び受注者の協錨により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る･

この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特別の定め

をしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第28条この契約に定めのない事項その他疑義がある場合は，発注者及び受注者が協議

して定めるものとする。

口

0
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この契約の証として，本審2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ

れを保有する．

f月7日平成30年

発注者 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之
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仕 様 害

1件名

司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第72期）

2運送物品及び規格等

別紙1のとおり

3運送先，運送予定重量及び運送予定数通

（1）運送先

最高裁判所（以下「発注者」という。 ）が指定する司法修習予定者の住所並びに各

地方裁判所総務課，東京地方裁判所立川支部庶務第一課及び司法研修所とする｡.な

お，都道府県別の配布見込数量は，別紙2のとおりであるb

司法修習予定者の氏名，住所並びに各地方裁判所総務課及び東京地方裁判所立川支

部庶務第一課の住所は，契約締結後, Excelデータで受注者へ提供する。

（2）運送予定重量及び運送予定数量

別紙1の42点の物品を1セットとし， 1セット当たりの重量は約8. 6kg,運送

数量は1763セット程度が見込まれるが，実際の運送数堂は司法試験の合格者数等

によって増減する（昨年は実務修習庁等170セットを含む合計1696セットを発

送した。本年度司法試験の合格者発表は，平成30年9月11日 （火）の予定であ

る。 ） 。

なお， ､1セット分の教材を積み上げると,A4及びB5が高さ約16cm,A5が

高さ約6cmとなる予定である。

口ソ

4仕分け及び梱包等

（1）受注者は, 1セットを運送先ごとに，受注者において用意した段ボール箱に，運送

中に破損，汚損等のないよう梱包する｡．

． なお，別紙1の物品の箱入れの順番等は，契約締結後，追って指定する。段ボール

箱のサイズ・材質については，指定はない。

（2）発送人の表示は，次のとおりとする。

埼玉県和光市南2－3－8最高裁判所司法研修所

｜

’

5物品引渡方法及び引渡予定日

（1）別紙1の物品の司法研修所からの引渡し分

別紙1の物品のうち「司研引渡し（予定） 」欄に『○」印のあるものは，平成30

年9月25日 （火）から同年10月5日 （金）までの間に，司法研修所において受注

者に引き渡す。引渡し部数は，契約締結後に，追って通知する。

なお，物品は，発注者が指定する職員（以下「監督職員」という。 ）の指示によ

り，受注者において，司法研修所の物品保管場所から搬出すること。

’



(2)別紙1の物品（38から42までを除く。 ）の印刷業者からの引渡し分

別紙1の物品（38から42までを除く。 ）のうち「印刷業者引渡し（予定） 」欄

に「○」印のあるものは，契約締結日から平成30年10月5日 （金）までの間に，

順次,別途発注者が契約した印刷業者から受注者に直接引き渡す｡印刷業者からの引

渡し予定部数は，別紙1の「印刷業者引渡し（予定） 」の「部数」欄のとおりであ

る。

なお，印刷業者引渡し分のみでは数量が不足する場合には，不足分を司法研修所に

おいて受注者に引き渡すので，受注者が司法研修所に受け取りに来ること。

おってゥ不足分は，監督職員の指示により，受注者において，司法研修所の物品保

管場所から搬出すること。

<3）別紙1の38から42までの物品

原則として，契約締結日から平成30年10月5日（金）までの間に， 日本弁漣士

連合会が契約した印刷業者等から受注者に直接引き渡すが，場合によっては， (1)の方

法により受注者に引き渡す。引渡し部数は，契約締結後に，追って通知する。

6物品の発送日及び到着期限

(1)発送日

契約締結後，追って監督職員から指定する。なお，発送日は複数に分かれる場合が

あるが， 1セットを分割しての発送は予定していない。

（2）到着期限等．

ア原則として，発送日の翌日から起算して4営業日以内（土日及び祝日を除く。 ）

とする。

イ運送先の受領者の不在により物品を引き渡せない場合は，当該受領者又は監督職

員から指定された日に再配達を行う．

ウ運送先の受領者の長期不在又は宛名不完全のため配達できない場合等は，監督職

員において，当該受領者への再発送日を改めて指定する。

エウによって再配達したが，運送先の受領者の不在により物品を引き渡せない場合

は，イに準じるものとする。

オ最終到着期限は，平成30年11月26日 （月）とする。
’

7実務修習庁等への送付

受注者は，別紙1の42点の物品を梱包した段ボール箱を，別紙2の「実務修習庁

等」欄記載の数字の個数分，送付する。

8個人情報の取扱い

（1）受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，本業務の実施に当たっては，個人

の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。

（2）受注者は，いかなる場合においても，本業務に関して知り得た個人情報の内容を

．みだりに他人に知らせてはならない。

ー



q c

(3)受注者は，本業務に関して知り得た個人情報を，本業務を実施する目的以外の目
的のために自ら利用し，又は，提供してはならない。

l

9その他

（1）運送先に物品が到着し，受領者が確認するまでは，受注者が責任を負うものとす
る。

なお,運送先の受領者から物品の不足，重複,折れ又は汚損（印刷.製本の不備に
よるものを除く。 ）等の申出があったときは，受注者は，監督職員の指示により，速
やかに， 申出をした受領者に対し，物品の追加送付又は回収を行う。回収した物品
は，司法研修所に引き渡す。ただし，それらの費用は，いずれも受注者の負担とす
る。

（2）受注者は,印刷業者から物品の引渡しを受けたときには，直ちに数量を確認し，物
品の預かり書を司法研修所宛てに発行すること。

（3）前記5により引渡しを受けた物品に余剰が生じたときは，受注者は，監督職員の指
示により，余剰分を司法研修所に引き渡す。ただし，その費用は，受注者の負担とす
る；

なお，余剰分は,監督職員の指示により，受注者において，司法研修所の物品保管
場所に搬入すること．

(4) 司法研修所での物品の搬出等のために使用する車両は，降雨等の場合でも物品の汚
損等を生じさせないよう，司法研修所の搬出口に近接可能な2トン車までの車両とす
ること。

(5)運送先の受領者への物品の引渡し後、平成30年12月6日 （木）までに，運送先
の一覧に運送先ごとの到蒲日を追記した「業務完了報告書」を司法研修所に提出する
こと。

(6)提供された運送先のデータ，同データを加工して作成したデータ及びその印刷物と
いった，司法修習予定者の氏名又は住所が含まれる物については，本業務終了後，受、

注者において，データ消去ソフトウェア若しくはデータ消去装置の利用による磁気的
な破壊等,シュレッダー等による物理的な破壊等の方法を用いて,速やかに復元が困
難な状態にし，その旨の報告書を司法研修所に提出すること。

(7)印刷業者が持ち込むパレット及び梱包資材等は，受注者が適宜処分すること．
(8) いわゆるグリーン購入法における運送の判断基準を満たしていること。

(9)本仕儀書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は，発注者及び受注者が協
議の上，定めるものとする。
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(別紙1）

第72期事前配布教材一覧表(予定）

、

物 品 名 規格
予定

重壁
(9)

司研引渡し(予定）

有無 部数

印馴薬考引渡し(予定）

有無 部数

1 目録 ． A4 10 ○ 1,800
ー 0

2 司法修習ハンドブック ， A5 110 ー 0 ○ 1,800

3 修習生活へのオリエンテーション A5 45 一 0 ○ 1,800

4 司法修習開始までの準備について A4 125 ー 0 ○ 1,800

5 第4版民事訴訟第一審手続の解説別冊記録に基づいて A4 150 ■■■■■

0 ○ 1,800

6 同別冊記録 A4 280 － 0 ○ 1,800

7 対話で考える民事事実認定一教材記録一 A4 110 ○ 150 ○ 1,650

8 民事訴訟における争点整理一教材･記録一 A4 90 ○ 200 ○ 1,600

9 10訂民事判決起案の手引 A5 150 0 50 ○ 1,750

10 同別冊事実摘示記載例集
”

A5 60 ○ 50 ○ 1,750

1l 新問題研究要件事実 A5 190 ○ 100 ○ 1,700

12 事例で考える民事事実認定 A5 150 ○ 200 ○ 1,600

13 (仮称)ブﾗｸﾃｲｽ刑事裁判(平成30年9月） A4 200 ■■■■■ 0 ○ 1,800

14 同（別冊)(平成30年9月） A4 210 一 0 ○ 1,800

15 (仮称)プロシーデイングス刑事裁判(平成30年9月） A4 290 ー 0 ○ 1,800

16 刑事事実認定ガイド A4 220 ○ 100 ○ 1,700

17 処断刑等はどのように決まるか A4 60 ○ 1,800
ー 、 0

18 平成19年版刑事判決書起案の手引 A5 170 ○ 200 ○ 1,600

19 平成27年版少年審判手続について A4 90 ○ 400 ○ 1,400

20 平成30年版検察講義案 A4 800 一 0 ○ 1,800

21 (仮称)検察演習問題(再訂版） A4 70 － 0 ○
● 1,800

22 検察終局処分起案の考え方(平成28年版） A4 150 ○ 550 ○ 1,250

23 7訂民事弁謹における立証活動 A4 600 ○ 500 ○ 1,300

24 民事弁謹教材改訂民事保全(補正版） A5 220 ○ 100 ○・ 1,700

25 民事弁説教材改訂民事執行(補正版） A5 200 ○ 200 ○ 1,600

26 8訂民事弁謹の手引 ． A4 450 ○ 500 ○ 1,300

27 平成29年版刑事弁護実務 A4 750 ○ 400 。 ○ 1,400

28 同(別冊書式編） A4 260 ○ 400 ○ 1,400

29 刑事弁謹講義ﾉｰﾄ(平成29年9月版） A4 90 ○ 200 ○ 1,600

30 刑事弁謹の手引き A4 60 ○ 1,800 ー 0

31 民事総合実施要領 A4 20 ○ 1,800
－ 0

32 同資料 A4 120. q■■■■ 0 ○ 1,800

33 第72期司法修習検察導入修習講義参考事例 A4 35 一 0 ○ 1,800

34 講義1(立証）実施要領(設問付） A4 25 ○ 1,800
■■■■■ 0

35 諦義3(弁識士倫理･職責等）実施要領(設問付） A4 5 ○ 1,800
q■■■■ 0

36 演習(和解条項）実施要領(設問付） A4 10 ○ 1,800
一 0

37 民事弁憩実務の基礎～弁護士の職務～(民事弁竣の力ｲグﾝｽ） A4 100 ○ 11800 ●一 0



､

白。

I

38 接見交通霜マニュアル A4 540 － 0 ○ 1,800

39 ハンドプックー身体拘束からの解放一 A4 420 － 0 ○ 1,800

40 解説弁護士職務基本規程 B5 490 q■■■■ 0 ○ 1,800

41 被疑者ﾉート A4 160 一 0 ○ 1,800

42 取調べ対応･弁護実践マニュアル A4 360 一 0 ○ 1,800



(別紙2）

第72期事前配布教材数一覧表(都道府県別）
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※欺値には,犠居に上る再配避分を肯妻ない．

0

都道府県 鱈70期酷 送実 質 蕊71期篭猫 夷繍 扇72期予想数 実務修習『
つ
●

幕 口 廷

東京都 621 5‘17 608

一

｡

3

l果扉』哩麺霊防廿覗ノ ．

(東京地裁立川支部庶務第一謀）

神奈川県 128 157 14S 3 (横浜地裁総務眼】
J 1

埼玉県
0

99 102 105 6 (さいたま地畿繕務螺3,司法研修所3）

千葉県 89 .83 90 ､3 (千葉地裁総膓課）

茨力 h県 12
戸
口
日
■

申 l0 3 (水戸地裁総傍、 !）

栃ン く県 S 6 7 3 (宇都宮地裁総謂 i課）

群馬県 6 6 6 3 (前側 地裁総務舟 ）

静 騒 県 l3 12 13 3 (繍職 地錐総務鍵D

卜）

山梨県 ↓ 4 .I 3 (甲府地裁総務別卿

長野県 .’
一
Ｊ 6 3 (長野地裁総務、鼎）

新潟県
一
〃
■
■ ､1 6 3(折潟地裁総務隈）

大阪府 l10 116 . l1S 3 (大阪地裁総務課1
京都府 70 90 83 3 (京都地殻総筒課）

兵庫県 72 92 85 3 (神戸地裁総務雛）

奈良県

滋割県

I7

9

9
一ー●｡一一■⑪●｡■一己ap－●■●一句
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3

3

(奈良地裁総務課）

(大津地裁捻勝蘭 ‘）

和歌山県 ･l ･l ．’ 3 (和職山地織総務澱’

愛知県 61 49
一一

⑨f 3 (名古屋地厳総 縦 !）

三重県

岐阜県

9

8
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(長崎地裁総務課）
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(大分地裁総務課）

(旗本地銭総務課）
~I■■－■一戸－－

鹿児島県

宮崎県
ー一一一一一

３
－
２

ロー一 ■－■｡一
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，
●－－

1
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ワ
ー

3131(鹿児島地織総務課）
(宮崎地裁総務課）

繩県 6 9 8 31 (那覇地殻総務課｝
宮城県 12 22 18 3 (仙台地裁総 劣課）

福島県 8 4 6 3 (侭島地裁総務課）
山形県． 0

‐

a ・ 3 3 (山形地裁総務課）

岩手県 1 2 2 3 (盛岡地裁総務課）

●◆色 秋田県 0 ！ 1 3 (秋田地裁総務謀ノ ．

青森県 2 I 2 3 (背森地裁総務課）

北海道 35 3.1 36 12

(札幌地裁総務課3,旭川地歳稔勝

課3,釧路地裁総務雛3・函館地鐡
総務課3）

香川県 一
Ｊ 6 一

Ｊ 3 (高松地銭総務磯） ．
， 徳島県 3

⑱
一 3 3 (徳島地裁総務媒）

高知県 I 1 ． ’ 3 (高知地捷総務課）
撞媛県

ー

a 3 4 3 (陸 血地裁総務課）

合計 1547 1526 1605 【58
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(別表内訳害）
契約単価（消費税及び地方消費税を含まない。 ）
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（3） 業務完了報告書料

鐡轤騒騒総鬮！総合計（1）十 （2）＋（3） (税抜き）

契縦 』 生価 予定運送数愚 ･予定金額
310 1.763 546,530円

金額

190円


